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表紙*（パターン１）*

第38期
　

証券コード 3193
　

定時株主総会
招集ご通知
開催日時

2024年10月29日（火）午前10時
午前９時00分　受付開始

開催場所
ホテル エルセラーン大阪
５階　エルセラーンホール
大阪市北区堂島一丁目５番25号
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

決議事項
第１号議案　剰余金処分の件
第２号議案　取締役2名選任の件
第３号議案　監査役1名選任の件
第４号議案　補欠監査役２名選任の件
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挨拶

株主の皆様におかれましては、平素よりご高配を賜り厚くお礼
申し上げます。

　当社は創業以来、低価格・高価値なサービスを提供する
「焼鳥屋 鳥貴族」を展開してまいりました。今後も、チキンバ
ーガー専門店「TORIKI BURGER」や「やきとり大吉」ととも
に、引き続き日本全国に展開してまいります。また、現在、日
本国内だけでなく、米国やアジア地域での事業展開やパートナ
ー開発も進めております。
　今後のグローバル展開を見据え、「チキンフードでの事業領
域拡大を志向する一方で、創業時の想いを忘れず、これから
も“焼鳥”を事業の軸とし、そして、様々なステークホルダーと
協力し合い、日本の焼鳥の文化・価値を世界に広めていくこと
で世界を明るくしていきたい」という想いを込めた新たなビジ
ョン「Global YAKITORI Family」を策定いたしました。
　今後も、「Global YAKITORI Family」の実現に向けて、各
業態を通じて、お客様に感動を届けることで、世の中を明るく
していくことを実践するとともに、世界各国に“YAKITORI”を
届け、“YAKITORI”が世界言語となることを目指し、企業活動
のグローバル化を図ってまいります。

代表取締役社長CEO 大 倉 忠 司
　

＜決算関連資料＞
https://eternal-hospitality.co.jp/ir/

＜株主総会の事前質問受付＞
https://forms.gle/nbQXsLhZ2bYXqBAr6

※「QRコード」は㈱デンソーウェーブの登録商標です。

株主の皆様へ

　下記URL及びQRコードにて決算関連資料の閲覧、株主総会の事前質問を受け付けております。
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招集ご通知

証券コード　3193
2024年10月11日

株　主　各　位
大 阪 市 中 央 区 淡 路 町 四 丁 目 ２ 番 1 3 号
ア ー バ ン ネ ッ ト 御 堂 筋 ビ ル 　 2 0 階
株式会社 エターナルホスピタリティグループ
代表取締役社長CEO 大 倉 忠 司

【当社ウェブサイト】
https://eternal-hospitality.co.jp/ir/meeting/

【株主総会資料掲載ウェブサイト】
https://d.sokai.jp/3193/teiji/

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第38期　定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
　さて、当社第38期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し
上げます。

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）につい
て電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、
いずれかのウェブサイトにアクセスの上、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

（上記東証ウェブサイトにアクセスいただき、銘柄名（会社名）または証券コードを入力・検索
し、「基本情報」「縦覧書類／PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知
／株主総会資料」欄よりご確認ください。）

　議決権行使につきましては、電磁的方法（インターネット等）または書面（議決権行使書）によ
り行使することができますので、本招集ご通知または電子提供措置事項に掲載の「株主総会参考書
類」をご検討いただき、３頁から４頁の記載に従って、2024年10月28日（月曜日）午後6時まで
に議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬　具

－ 1 －
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招集ご通知

１．日 時 2024年10月29日（火曜日）午前10時（午前９時受付開始）
２．場 所 大阪市北区堂島一丁目５番25号

ホテル エルセラーン大阪　５階　エルセラーンホール
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第38期（2023年８月１日から2024年７月31日まで）事業報告、連結計算書

類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第38期（2023年８月１日から2024年７月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役２名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件
第４号議案 補欠監査役２名選任の件

記

以　上

　株主総会にご出席の株主の皆様へのお土産はご用意しておりません。
　あらかじめご了承くださいますよう、お願い申し上げます。
　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い
申し上げます。
　電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、株主様へご送付している書面（書面交付請求をい
ただいた株主様にご送付する書面を含む。）には記載しておりません。したがって、株主様へご送付して
いる書面は、監査報告をするに際し、監査役および会計監査人が監査した対象の一部であります。
　事業報告：業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
　計算書類等：連結株主資本等変動計算書、連結注記表、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計
算書、個別注記表
　電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトにその旨、修正前の事項及び修
正後の事項を掲載させていただきます。
　今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト
にてお知らせいたします。

－ 2 －
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議決権行使のご案内

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申し上げま
す。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネット等で議決権
を行使される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付
にご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に議案に対
する賛否をご表示のうえ、切手を貼
らずにご投函ください。

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2024年10月29日（火曜日）
午前10時(受付開始：午前９時)

2024年10月28日（月曜日）
午後６時到着分まで

2024年10月28日（月曜日）
午後６時入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。
第１・３号議案

⃝ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 反対する場合 「否」の欄に〇印
第２・４号議案

⃝ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
⃝ 一部の候補者に反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

※議決権行使書用紙はイメージです。

見 本

書面（郵送）およびインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取
り扱いいたします。インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いい
たします。また、書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示が
あったものとしてお取り扱いいたします。

－ 3 －



2024/10/01 13:55:48 / 24110672_株式会社エターナルホスピタリティグループ_招集通知_電子提供措置用

議決権行使のご案内

インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力する
ことなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。1

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本

見 本

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。3

※操作画面はイメージです。

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力しクリックしてください。

2

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 ９：00～21：00）
機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

－ 4 －
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剰余金処分議案

 第１号議案 剰余金処分の件

株主総会参考書類

　当社は株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題のひとつと考え、安定配当の維持を基本とし 
ながら、当期の業績及び今後の事業展開等を勘案して、以下のとおり第38期の期末配当をいたした
いと存じます。

　期末配当に関する事項
　　①　配当財産の種類
　　　　金銭といたします。
　　②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額
　　　　当社普通株式１株につき金23円といたしたいと存じます。
　　　　この場合の配当総額は267,310,048円となります。
　　③　剰余金の配当が効力を生じる日
　　　　2024年10月30日といたしたいと存じます。

　なお、2025年７月期を初年度とする新中期経営計画においては、連結配当性向20％以上を目安と
し、持続的な利益成長を通じて、安定的・持続的な増配を原則とする累進的配当を実施することと
2024年９月13日開催の取締役会で決議いたしました。剰余金の配当等の決定に関する基本方針につ
きましては、本招集ご通知36頁に記載しております。

－ 5 －
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取締役選任議案

 第２号議案 取締役2名選任の件

候補者番号 氏名 現在の当社における地位、担当

1 小 吹 　 雄 一 郎 新　任
　

執行役員CMO

2 井 川 沙 紀 新　任 社　外 独　立
　

－

　本定時株主総会終結の時をもって、取締役青木繁則氏及び佐々木節夫氏は辞任されますので、新た
に取締役2名の選任をお願いするものであります。
　なお、今回選任される取締役両名の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了
する時までとなります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 6 －



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

監
査
報
告

2024/10/01 13:55:48 / 24110672_株式会社エターナルホスピタリティグループ_招集通知_電子提供措置用

取締役選任議案

候補者
番　号

ふ 　 り 　 が 　 な
氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重　 要　 な　 兼　 職　 の　 状　 況）

所有する当社
の 株 式 数

１
新　任

こ

小　
ぶき

吹
 

　
 

　
ゆう

雄　
いち

一　
ろう

郎
(1975年11月26日生)

　

1998年４月 株式会社東京三菱銀行　銀座支店　入行
2000年４月 同社　虎ノ門支社　異動　上場企業/外資

系企業担当
2001年11月 株式会社ベンチャー・リンク　入社
2003年４月 同社　業態開発部マネージャー
2005年４月　 同社　アジア開発部　統括マネージャー
2010年３月　 株式会社ミュープランニング アンド オペ

レーターズ　入社
2011年４月　 同社　海外事業部マネージャー
2013年４月　 同社　クリエイティブ事業本部ディレクタ

ー
2014年11月　同社をサントリー株式会社からMBO
　　　　　　　株式会社ミュープランニング　代表取締役

社長（現任）
2023年３月　TORIKIZOKU USA INC.　取締役CFO・

CSO（現任）
2023年４月　 当社　執行役員CMO（現任）
2024年６月　 鳥貴成股份有限公司　取締役（現任）

－株

（重要な兼職の状況）
　株式会社ミュープランニング　代表取締役社長
　TORIKIZOKU USA INC.　取締役CFO・CSO
　鳥貴成股份有限公司　取締役

（取締役候補者とした理由）
小吹雄一郎氏は、株式会社ミュープランニングにおいて代表取締役として企業経営に携わり、企業経営や外
食産業に関する国内外での豊富な経験・見識を有することから、今後の当社の企業価値向上に必要な人材と
判断し、取締役候補者といたしました。

－ 7 －
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取締役選任議案

候補者
番　号

ふ 　 り 　 が 　 な
氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重　 要　 な　 兼　 職　 の　 状　 況）

所有する当社
の 株 式 数

2
新　任

社　外

独　立

い

井
 

　
がわ

川
 

　
 

　
さ

沙
 

　
き

紀
(1980年10月10日生)

（戸籍上の氏名：下村沙紀）

2003年    4 月 株式会社スタッフサービス・ホールデ
ィングス　入社

2006年４月 株式会社エムアウト　入社
2010年６月 プレッツェルジャパン株式会社　入社
2013年９月 株式会社トリドール　入社
2014年11月　Blue Bottle Coffee Japan合同会社
　　　　　　　入社
2015年６月　 同社　取締役 日本代表
2018年11月 BLUE BOTTLE COFFEE Inc.　転籍
　　　　　　　VP of Experience（体験担当役員）
2019年８月 同社　Asia President（アジア支社

長）
2020年10月 同社　Chief Brand Officer（ブラン

ド最高責任者）
2021年７月　 ヤーマン株式会社　社外取締役
　　　　　　 （現任）
2022年１月　 インフロレッセンス株式会社　設立
　　　　　　　同社　代表取締役（現任）
2022年３月　 株式会社ユーザベース　社外取締役
2023年７月　 株式会社スマレジ　社外取締役
　　　　　　 （現任）

－株

（重要な兼職の状況）
　ヤーマン株式会社　社外取締役
　インフロレッセンス株式会社　代表取締役
　株式会社スマレジ　社外取締役

（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）
井川沙紀氏は、米国における経営経験、ブランディングの知見、他社での社外役員としての経験を有してお
ります。これらの経験・見識に基づく客観的な視点から、当社の監督及び経営全般の助言をしていただくこ
とを期待して、社外取締役候補者といたしました。

(注)１. 小吹雄一郎氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。井川沙紀氏はインフロレッセンス株式会
社の代表取締役であり、当社は同社に対し米国を中心としたグローバルブランド（焼鳥業態）出店に関
するクリエイティブ関連のサポート、コンサルティング及び全体監修業務を委託しております。

２. 井川沙紀氏は、社外取締役候補者であります。
３. 井川沙紀氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同

法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく

－ 8 －
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取締役選任議案

損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額といたします。
４. 井川沙紀氏は、当社社外取締役の独立性判断基準を充足しております。また、同氏は、株式会社東京証

券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員
として指定する予定であります。

５．当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになるその職務
の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損
害を当該保険契約により塡補することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含めら
れることとなります。また、当該保険契約は契約期間の満了時に更新を予定しております。

６．井川沙紀氏の戸籍上の氏名は下村沙紀であります。
７.「所有する当社の株式数」については、2024年７月31日現在の所有株式数を記載しております。

－ 9 －



2024/10/01 13:55:48 / 24110672_株式会社エターナルホスピタリティグループ_招集通知_電子提供措置用

取締役選任議案

【ご参考】

「指名に関する方針、ポリシー」について
当社及びグループ子会社の役員を指名するにあたっては、「Global YAKITORI Family」の実現に相応しい資質
と当社あるいは他社での業績・経験を重視した人選を原則とする。
　① グローバル市場において常に変化対応が求められるフードビジネス業界をリードしていくため、役員構成のダイ
　　 バーシティに十分考慮した人材を指名する。
　② 業務執行取締役については、国内外の事業展開に必要な資質・見識・経験・能力に加え、精神的な強靭さとトリ
　　 キウェイを深く理解・実践できる人材を指名する。
　③ 社外取締役については、企業経営や専門分野に関する豊富な経験と見識を持ち合わせ、独立した立場から企業価
　　 値向上への貢献を果たすことができる人材を指名する。
　④ 取締役の指名に際しては、指名・報酬委員会を通じ透明性・客観性を確保する。
　⑤ 監査役については、その職務を全うできる資質、専門知識、能力を有し、良質な企業統治体制の確立に資するこ
　　 とを期待できる人材を指名する。

「社外取締役の独立性判断基準」について
当社は、社外取締役について金融商品取引所が定める独立性基準に加え、次の各項のいずれにも該当しないと判
断される場合に、独立性を有しているものと判断いたします。

① 1,000万円を超える額の支払いを、当社及び当社の子会社（以下「当社グループ」という。）から受けている者
又はその業務執行者

② 1,000万円を超える額の支払いを、当社グループに行っている者又はその業務執行者
③ 当社グループの借入先又はその業務執行者
④ 当社の大株主（総議決権10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している）又はその業務執行者
⑤ 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
⑥ 当社グループから役員報酬以外に金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント

等（かかる報酬が法人、組合等の団体に支払われる場合は、当該団体に所属する者）
⑦ 当社グループの業務執行者が他の会社において社外役員に就いている場合における当該他の会社の業務執行者
⑧ 当社グループから寄付を受けた者又は寄付を受けた団体の理事その他業務執行者
⑨ 過去３年間において、上記１～８のいずれかに該当していた者
⑩ 上記１～９の２親等以内の親族

－ 10 －
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監査役選任議案

第３号議案 監査役1名選任の件

ふ 　 り 　 が 　 な
氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（重　 要　 な　 兼　 職　 の　 状　 況）

所有する当社
の 株 式 数

新　任

あら

荒
 

　
 

　
き

木
 

　　
かず

政
 

　　
とし

俊
(1976年8月31日生)

　

    1999年    4 月 当社入社
    2005年    4 月 当社　関西営業グループ・エリアマネージ

ャー
    2010年    3 月 当社　内部監査室室長
    2017年    5 月 当社　監査部部長

2023年    8 月 当社　監査役室室長（現任）
2023年10月　ダイキチシステム株式会社　監査役
　　　　　　　（現任）

14,844株

（重要な兼職の状況）
　ダイキチシステム株式会社　監査役

（監査役候補者とした理由）
荒木政俊氏は、当社において、長年にわたり内部監査部門の責任者を務め、豊富な業務経験・実

績・見識を有していることから、適切な監査の実施に適任であると判断し、監査役候補者といたしま
した。

　監査体制の強化を図るため、監査役を１名増員することといたしたく、監査役１名の選任をお願い
するものであります。
　なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は、次のとおりであります。

(注)１.  荒木政俊氏は、新任の監査役候補者であります。
　  ２.  荒木政俊氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

３. 荒木政俊氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同
法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく
損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額といたします。

４. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになるその職務
の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損
害を当該保険契約により塡補することとしております。荒木政俊氏は、当該保険契約の被保険者に含め
られることとなります。また、当該保険契約は契約期間の満了時に更新を予定しております。

５.「所有する当社の株式数」については、2024年７月31日現在の所有株式数を記載しております。

－ 11 －
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補欠監査役選任議案

第４号議案 補欠監査役２名選任の件

候補者
番　号

ふ 　 り 　 が 　 な
氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重 　  要 　  な 　  兼 　  職 　  の 　  状 　  況 ）

所 有 す る
当 社
の 株 式 数

１
あ

阿
 

　
べ

部
 

　
 

　
しゅう

宗
 

　
せい

成
(1974年3月18日生)

2003年10月　辰野・尾崎・藤井法律事務所　入所
2010年１月　 同事務所　共同代表
2015年７月 奏和法律事務所　共同代表（現任）
2022年12月　株式会社CSS-consulting　監査役（現任）
2024年７月　 枚方市建築審査会　会長（現任） －株
（重要な兼職の状況）
奏和法律事務所　共同代表
株式会社CSS-consulting　監査役
枚方市建築審査会　会長

（補欠の社外監査役候補者とした理由）
阿部宗成氏は、社外役員となること以外の方法で直接会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士と
して培ってきた専門的知見及び企業法務に関する高い見識と豊富な経験を有しております。これらの知見を
活かし、独立した立場からの監査を期待できるものと判断し、補欠の社外監査役候補者といたしました。

　法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役２名の選任をお願いするもの
であります。
　候補者 阿部宗成氏は、社外監査役の補欠として新たに選任をお願いするものであり、候補者 武田
真由美氏は、2023年10月25日開催の第37期定時株主総会において補欠監査役に選任されておりま
すが、その選任の効力は本総会開始の時までとされておりますので、改めて社外監査役の補欠として
選任をお願いするものであります。
　本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
　補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

－ 12 －
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補欠監査役選任議案

候補者
番　号

ふ 　 り 　 が 　 な
氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（重　 要　 な　 兼　 職　 の　 状　 況）

所 有 す る
当 社
の 株 式 数

2

たけ

武
 

　
だ

田
 

　
 

　
ま

真
 

　
ゆ

由
 

　
み

美
(1979年4月5日生)

（戸籍上の氏名：田辺真由美）

2002年10月 中央青山監査法人　入所
2006年 9 月 あらた監査法人　入所
2011年 4 月 武田真由美公認会計士事務所　代表

（現任）
2011年 6 月 武田建設株式会社　取締役（現任）
2014年 2 月　税理士法人石川オフィス会計　所属
2015年 6 月 セーラー広告株式会社　社外監査役
2020年 6 月 税理士橋川浩之事務所　所属（現任）
2021年 6 月 セーラー広告株式会社
　　　　　　　社外取締役監査等委員（現任）
2024年６月　 株式会社香川銀行
　　　　　　　社外取締役監査等委員（現任）

－株

（重要な兼職の状況）
　武田真由美公認会計士事務所　代表
　武田建設株式会社　取締役
　セーラー広告株式会社　社外取締役監査等委員
　株式会社香川銀行　社外取締役監査等委員

（補欠の社外監査役候補者とした理由）
武田真由美氏は、公認会計士として培ってきた専門的知見及び企業会計に関する高い見識と豊富な経験を有
し、且つ他の上場会社の社外取締役(監査等委員)や、非上場企業の取締役として企業経営に携わっています。
これらの知見を活かし、独立した立場からの監査を期待できるものと判断し、補欠の社外監査役候補者とい
たしました。

(注)１.  阿部宗成氏及び武田真由美氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 阿部宗成氏は、社外監査役 石井義人氏の補欠の、武田真由美氏は、社外監査役 疋田実氏の補欠の社外

監査役候補者であります。
　　なお、本議案が承認可決され、その後、阿部宗成氏及び武田真由美氏が監査役に就任した場合、当社は

各氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
３. 阿部宗成氏及び武田真由美氏が監査役に就任した場合、当社は各氏との間で会社法第427条第１項の規

定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当
該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額といたします。

４. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになるその職務
の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損
害を当該保険契約により塡補することとしております。阿部宗成氏及び武田真由美氏が監査役に就任し

－ 13 －
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補欠監査役選任議案

た場合、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は契約期間の満了
時に更新を予定しております。

５. 武田真由美氏の戸籍上の氏名は田辺真由美であります。
６.「所有する当社の株式数」については、2024年７月31日現在の所有株式数を記載しております。

以上

－ 14 －
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当事業年度の事業の状況

( 2023年 8 月 1 日から
2024年 7 月31日まで )
事　 業　 報　 告

１. 企業集団の現況
⑴ 当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果
外食業界を取り巻く環境は、2023年５月に新型コロナウイルス感染症は感染症法上の位置

付けが５類感染症となり、経済活動の正常化が進み、人流が増加するとともにインバウンドも
回復し、国内の消費活動に大きく持ち直しが見られました。その一方で、国際情勢の悪化や円
安によるエネルギー資源や原材料価格の高騰、人件費の上昇により依然として厳しい経営環境
が続いております。

当連結会計年度におきまして当社グループは、関東・東海・関西以外の新たなエリアへの
「鳥貴族」の出店を継続して行い、TORIKI BURGERは関西のフードコートに出店いたしまし
た。

「鳥貴族」の新エリアでの新規出店は、鹿児島県初出店となる「鳥貴族 天文館店」、徳島
県初出店となる「鳥貴族 徳島両国橋店」、石川県初出店となる「鳥貴族 片町店」、宮城県初
出店となる「鳥貴族 仙台国分町店」を出店いたしました。また、2024年７月にはトリキアプ
リの総ダウンロード数は86万ダウンロードを超え、多くのお客様にご利用いただいておりま
す。

当連結会計年度末日における「鳥貴族」の総店舗数は643店舗(純増17店舗）、直営店は
401店舗（純増７店舗）となりました。ダイキチシステム株式会社が運営する「やきとり大
吉」他の店舗数は491店舗であり、当社グループの店舗数は1,139店舗（純増５店舗）、直営
店は405店舗（純増６店舗）であります。

以上の結果、当連結会計年度は、売上高は41,914,070千円（前年同期比25.3％増）、営業
利益は3,248,880千円（同129.2％増）となりました。経常利益は3,261,813千円（同
128.3％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は2,127,337千円（同245.2％増）となりま
した。

また、当社グループは飲食事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略し
ております。

② 設備投資の状況
　　　当連結会計年度の設備投資につきましては、主に既存店の改装や機器入替え等を行い、そ

の設備投資総額は1,700,358千円となりました。

－ 15 －



2024/10/01 13:55:48 / 24110672_株式会社エターナルホスピタリティグループ_招集通知_電子提供措置用

当事業年度の事業の状況

③ 資金調達の状況
　　　該当事項はありません。

④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
　　　該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況
　　　当社子会社のTORIKIZOKU USA INC.は、2024年5月1日を効力発生日として、TMS 

CAFÉ&GRILL INC.より、同社が米国ロサンゼルスにて展開する焼鳥店「HASU」に係る事
業を譲り受けました。

⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　　　該当事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権の取得又は処分の状況
　　　該当事項はありません。

－ 16 －
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直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分 第 35 期
(2021年７月期)

第 36 期
(2022年７月期)

第 37 期
(2023年７月期)

第 38 期
(当連結会計年度)
(2024年７月期)

売 上 高(千円) 15,590,862 20,288,290 33,449,087 41,914,070
経 常 利 益 又 は
経 常 損 失 （ △ ）(千円) △314,866 1,968,171 1,429,047 3,261,813
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 又 は
親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失 （ △ ）

(千円) △466,421 1,134,254 616,269 2,127,337

１株当たり当期純利益又
は１株当たり当期純損失
（ △ ）

(円) △40.25 97.88 53.18 183.67

総 資 産(千円) 16,834,661 18,466,814 19,318,991 20,654,561

純 資 産(千円) 5,221,145 6,337,291 6,890,135 8,692,659

１ 株 当 た り 純 資 産 額 (円) 450.58 546.85 594.55 754.13

⑵ 直前３事業年度の財産及び損益の状況
① 企業集団の財産及び損益の状況

(注)１. １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）は、期中平均株式数により、１株当たり純資産
額は、期末発行済株式総数により算出しております。

２. 株主資本において自己株式として計上されている株式給付信託が保有する当社株式は、１株当たり純資
産額及び１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）の算定上、期末発行済株式総数及び期
中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
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直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分 第 35 期
(2021年７月期)

第 36 期
(2022年７月期)

第 37 期
(2023年７月期)

第 38 期
(当事業年度)

(2024年７月期)
売 上 高(千円) 10,831,252 － － －

営 業 収 益(千円) 2,092,667 4,541,484 4,761,280 6,570,594
経 常 利 益 又 は
経 常 損 失 （ △ ）(千円) △692,618 344,709 △67,290 1,126,367
当 期 純 利 益 又 は
当 期 純 損 失 （ △ ）(千円) △580,812 206,519 △187,267 1,031,035
１株当たり当期純利益又
は１株当たり当期純損失
（ △ ）

(円) △50.12 17.82 △16.16 89.02

総 資 産(千円) 13,372,389 12,922,373 12,329,101 11,025,012

純 資 産(千円) 5,086,447 5,296,072 5,015,827 5,681,837

１ 株 当 た り 純 資 産 額 (円) 438.96 457.00 432.82 492.93

② 当社の財産及び損益の状況

(注)１. １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）は、期中平均株式数により、１株当たり純資産
額は、期末発行済株式総数により算出しております。

２. 株主資本において自己株式として計上されている株式給付信託が保有する当社株式は、１株当たり純資
産額及び１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）の算定上、期末発行済株式総数及び期
中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

３. 2021年２月１日付で持株会社体制へ移行したことに伴い、2021年２月より子会社への経営指導料、不
動産転貸料として営業収益を計上しております。

－ 18 －
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重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

株 式 会 社 鳥 貴 族 10,000千円 100.0％ 「焼鳥屋 鳥貴族」の営業とフラン
チャイズ展開

株式会社TORIKI BURGER 10,000千円 100.0％ 「TORIKI BURGER」の営業

ダイキチシステム株式会社 20,800千円 100.0％ 「やきとり大吉」のフランチャイ
ズ展開

TORIKIZOKU USA INC. 6,000千米ドル 100.0％ 米国における飲食店の企画・運営
T O R I K I Z O K U
K O R E A  I N C . 810,000千ウォン 100.0% 韓国における飲食店の企画・運営

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

鳥 貴 成 股 份 有 限 公 司 65,000 千台湾ドル 50.0% 台湾における「焼鳥屋 鳥貴族」等
の展開

⑶ 重要な子会社及び関連会社の状況
　①　重要な子会社の状況

（注）１.　TORIKIZOKU USA INC.は、2024年6月20日付で増資を行い、資本金が増加しております。
　　　２.　2024年7月1日にTORIKIZOKU KOREA INC.を設立し、同社を連結子会社といたしました。

　②　重要な関連会社の状況

（注）2024年6月28日に鳥貴成股份有限公司を設立し、同社を持分法適用関連会社といたしました。
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対処すべき課題、主要な事業内容

⑷ 対処すべき課題
当期は、当社グループの主力事業である『焼鳥屋 鳥貴族』において、売上・営業利益ともに過

去最高を更新いたしました。その一方で、原材料価格、人件費、物流費、エネルギーコストは軒
並み高騰を続けており、今後も厳しい状況が継続するものと想定されます。こうした状況を踏ま
え、当社グループでは、当面の間は、当社グループの主力事業である『焼鳥屋 鳥貴族』の日本全
国への展開、『やきとり大吉』の再成長、及び、『TORIKI BURGER』のビジネスモデル早期確
立に取り組んでまいります。また、米国・アジア地域での事業展開やパートナー開発にも着手し
ており、業態モデルの確立に取り組んでまいります。

今後のグローバル展開を見据え、「チキンフードでの事業領域拡大を志向する一方で、創業時
の想いを忘れず、これからも“焼鳥”を事業の軸とし、そして、様々なステークホルダーと協力し
合い、日本の焼鳥の文化・価値を世界に広めていくことで世界を明るくしていきたい」という想
いを込めた新ビジョン「Global YAKITORI Family」を策定いたしました。

当社グループは“焼鳥”を事業の軸として、世界の外食市場へ挑戦してまいります。
長期的には、当社グループは、資本・人材・ノウハウ等の集中投下及び業務オペレーションの

均一化等、経営の効率化に積極的に取り組む一方で、安心・安全な食材の使用・商品に最適な調
理方法の開発など、品質・味へ徹底的にこだわることにより付加価値を創出し、お客様に感動し
ていただける店舗づくりを追求してまいります。他社との差別化を図り、引き続き持続的な成長
の実現と収益基盤強化のため、以下の課題について重点的に取り組んでまいります。
①　内部管理体制の強化

　チェーンストアとしての多店舗展開におけるリスク管理、衛生管理のさらなる向上、コンプ
ライアンス遵守体制の強化を重要事項とし、本部を中心に内部統制の改善を実施してまいりま
す。また、財務報告に関連する内部統制の強化及びアメーバ経営による経営管理システムの構
築も重要課題と認識しており、必要に応じて人員の増強を図る方針であります。

－ 20 －
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対処すべき課題、主要な事業内容

②　既存店売上高の維持向上
　外食業界は成熟した市場となっており、個人消費支出における選別化、弁当・コンビニエン
スストア等を代表とする業界を超えた顧客獲得競争の激化等により、厳しい経営環境となって
おります。
　当社グループにおいては、既存店売上高を維持向上させるため、クオリティ(商品品質)・サ
ービス(接客力)・クレンリネス(衛生管理)の強化を全従業員に周知徹底し、お客様満足度の向
上に努めてまいります。『焼鳥屋 鳥貴族』につきましては、マーケティング・ブランディン
グを強化し、お客様の体験価値や好感度等の向上に取り組んでまいります。また、『やきとり
大吉』につきましては、リブランディングや未出店エリアへの出店を行い、新規加盟者・顧客
層を拡大させることで再成長を目指してまいります。

③　商品力の向上
　食の安全に対するお客様の意識は一層高まりつつあります。当社グループでは、産地との良
好な関係を構築・維持することで、今まで以上に安全かつ良質な食材の確保に取り組んでまい
ります。また、お客様のニーズの変化にも迅速に対応できる商品開発や人気メニューのさらな
る付加価値向上に取り組んでまいります。チキンの美味しさ・機能性に関する研究や調理機器
の実証、調理オペレーション開発などを通じて、チキンの可能性を深耕し、当社グループが提
供する“YAKITORI”の価値を向上させてまいります。

④　食材の安定調達及びサプライチェーンの最適化
　産地における人手不足や物流コストの上昇等により、調達・物流を取り巻く環境も厳しい状
況にあります。当社グループでは、産地との良好な関係を構築・維持するとともに、調達・物
流体制を強化することで、食材の安定調達に取り組んでまいります。当社グループが提供す
る“YAKITORI”をさらに広めるべく、また、持続的な成長に向けて、サプライチェーンの最適
化にも取り組んでまいります。

⑤　新規出店・投資効果の維持向上及び新規事業の開発
　新たな収益を確保するためには、投資効果のさらなる向上が重要課題であると考えておりま
す。『焼鳥屋 鳥貴族』につきましては、全国展開に向け、出店初期投資額の削減、並びに、
店舗運営の効率化を行うとともに、マーケティング調査の強化により競争優位となりうる出店
候補地において新規出店を行い、直営/TCCで全国1,000店舗体制を目指してまいります。

また、総菜業態をはじめとする新たな店舗フォーマットの開発やパートナーとの協業に取り
組み、新たな収益源となる新規事業を開発してまいります。
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対処すべき課題、主要な事業内容

⑥　人材の採用・教育強化
　今後、当社グループの成長には、優秀な人材の確保が必要不可欠と考えております。当社グ
ループの企業理念を理解し、賛同した人材の採用を最重要課題とし、中途採用だけでなく新卒
採用にも積極的に取り組むとともに、従業員の働きがい・働きやすさの向上、継続的な待遇改
善及び人事制度の改定にも取り組んでまいります。また、外食産業に限らない経験豊富な人材
の招聘等により、変化する経営環境に対し柔軟に対応できる組織を目指します。
　人材教育に関しては各役職・階層別に応じた研修プログラムを充実させ、特に当社グループ
の主力事業である『焼鳥屋 鳥貴族』の店長に対する教育プログラムを強化し、店舗運営力の
さらなる向上に取り組んでまいります。

⑸ 主要な事業内容（2024年７月31日現在）
当社グループは、「焼鳥屋 鳥貴族」及び「やきとり大吉」ブランドで、日本全国に焼鳥店の店

舗展開をしております。また、チキンバーガー専門店「TORIKI BURGER（トリキバーガー）」
を、東京都及び京都府に出店しております。

海外においては、中華人民共和国上海市及び蘇州市に「やきとり大吉」を、米国ロサンゼルス
に焼鳥店「HASU」を展開しております。
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主要な営業所、工場および店舗

本 社 大阪府

本 社 大阪府
工 場 大阪府

店 舗 大阪府、京都府、奈良県、兵庫県、滋賀県、東京都、千葉県、埼玉県、
神奈川県、愛知県、岐阜県、静岡県、三重県、福岡県、宮城県

本 社 大阪府
店 舗 東京都、京都府

本 社 大阪府

本 社 米国 カリフォルニア州 ロサンゼルス
店 舗 米国 カリフォルニア州 ロサンゼルス

本 社 韓国 ソウル

本 社 台湾 臺北市

⑹ 主要な営業所、工場及び店舗（2024年７月31日現在）
① 当社

② 子会社
・株式会社鳥貴族

・株式会社TORIKI BURGER

・ダイキチシステム株式会社

・TORIKIZOKU USA INC.

・TORIKIZOKU KOREA INC.

③ 関連会社
・鳥貴成股份有限公司
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使用人の状況、主要な借入先の状況、その他会社の現況に関する重要な事項

使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

920（3,737）名 30（650）名増

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

105（1）名 46（1）名増 39.9歳 9.6年

⑺ 使用人の状況（2024年７月31日現在）
① 企業集団の使用人の状況

(注)　使用人数は就業員数であり、臨時従業員は（　）内に年間の平均人員数を外数で記載しております。

② 当社の使用人の状況

(注)　使用人数は就業員数であり、臨時従業員は（　）内に年間の平均人員数を外数で記載しております。

借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 関 西 み ら い 銀 行 1,212,513千円

株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 1,175,006千円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 779,672千円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 193,334千円

株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 50,000千円

⑻ 主要な借入先の状況（2024年７月31日現在）

⑼ その他企業集団の現況に関する重要な事項
当社は、国内外での事業領域拡大を見据え、2024年5月1日に、商号を「株式会社鳥貴族ホー

ルディングス」から「株式会社エターナルホスピタリティグループ」に変更いたしました。
また、当社は、事業拡大に伴う社員の増加への対応、社員の働きがい・生産性向上を目的とし

て、本社機能を移転し、2024年７月16日より、新本社オフィスにて業務を開始いたしておりま
す。

＜新本社オフィス＞
〒541－0047
大阪府大阪市中央区淡路町四丁目２番－13号 アーバンネット御堂筋ビル 20階
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株式の状況　新株予約権等の状況

① 発行可能株式総数 30,847,200株
② 発行済株式の総数 11,622,300株
③ 株主数 11,808名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

大 倉 忠 司 2,604,000株 22.41％

株 式 会 社 大 倉 忠 1,150,000株 9.89％
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（ 信 託 口 ） 703,800株 6.06％
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行
（ 信 託 口 ） 667,300株 5.74％

サ ン ト リ ー 株 式 会 社 260,000株 2.24％
BNY　GCM　CLIENT　ACCOUNT　JPRD　
A C 　 I S G （ F E － A C ） 251,286株 2.16％

モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 244,964株 2.11％

中 西 卓 己 181,200株 1.56％

株 式 会 社 関 西 み ら い 銀 行 180,000株 1.55％

大 和 証 券 株 式 会 社 171,800株 1.48％

２. 会社の現況
⑴ 株式の状況（2024年７月31日現在）

④ 大株主（上位10名）

（注）１. 当社は、自己株式を124株保有しておりますが、持株比率は自己株式を控除して計算しております。
２. 当社は「株式給付信託」を導入しており、株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が当社株式

95,400株を保有しておりますが、自己株式に含めておりません。

⑤ 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況
　　該当事項はありません。
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株式の状況　新株予約権等の状況

⑵ 新株予約権等の状況
① 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予

約権の状況
該当事項はありません。

② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。

－ 26 －
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会社役員の状況

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 C E O 大 倉 忠 司

株式会社鳥貴族　取締役会長
株式会社TORIKI BURGER　取締役会長
ダイキチシステム株式会社　取締役会長
TORIKIZOKU USA INC.　取締役
株式会社マコトフードサービス
社外取締役
鳥貴成股份有限公司　取締役

取 締 役 C O O 清 宮 俊 之

海外事業担当

ランプ株式会社　代表取締役CEO
オイシーズ株式会社　取締役会長
TORIKIZOKU USA INC.　代表取締役
CEO
TORIKIZOKU KOREA INC.　理事

取 締 役 C F O 青 木 繁 則 －

取 締 役 C S O 道 下 　 聡

兼 経営企画室・海外事業準備室室長
経営企画室・人財部・購買部・
海外事業準備室担当

ダイキチシステム株式会社　取締役
TORIKIZOKU USA INC.　取締役
鳥貴成股份有限公司　取締役

取 締 役 佐 々 木 　 節 　 夫 Sectage合同会社　代表社員
SoFun株式会社　取締役

取 締 役 長 岡 香 江

株式会社ナガオカ　代表取締役
株式会社ナガオカトレーディング
代表取締役
株式会社ナガオカ精密　代表取締役
一般社団法人日本オーディオ協会　理事

常 勤 監 査 役 原 田 雅 彦 株式会社鳥貴族　監査役
株式会社TORIKI BURGER　監査役

監 査 役 石 井 義 人 石井義人法律事務所　代表

監 査 役 疋 田 　 実 疋田公認会計士事務所　代表

⑶ 会社役員の状況
① 取締役及び監査役の状況（2024年７月31日現在）

（注）１. 取締役のうち、佐々木節夫氏及び長岡香江氏は社外取締役であります。
２. 監査役のうち、石井義人氏及び疋田実氏は社外監査役であります。
３. 監査役石井義人氏は、弁護士資格を有しており、企業法務及び法律に関する相当程度の知見を有して
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会社役員の状況

氏 名 異 動 前 異 動 後

清 宮 俊 之
取締役COO 兼
海外事業準備室室長
海外事業担当

取締役COO
海外事業担当

氏 名 異 動 前 異 動 後

道 下 　 聡
取締役CSO 兼
経営企画室室長
経営企画室・人財部・購買部
担当

取締役CSO 兼
経営企画室・海外事業準備室
室長
経営企画室・人財部・購買部
海外事業準備室担当

おります。
４. 監査役疋田実氏は、公認会計士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有してお

ります。
５. 取締役佐々木節夫氏及び長岡香江氏並びに監査役石井義人氏及び疋田実氏を株式会社東京証券取引所

の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
６. 当事業年度中の取締役及び監査役の異動は、次のとおりであります。

ⅰ.　当事業年度中の取締役の地位又は担当の異動は、次のとおりであります。
2024年2月1日付

2024年6月1日付

－ 28 －
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会社役員の状況

氏 名 兼 職 の 内 容 就 任 日

大 倉 忠 司 鳥貴成股份有限公司　取締役 2024年6月28日

清 宮 俊 之 TORIKIZOKU KOREA INC.　理事 2024年7月1日

道 下 　 聡 鳥貴成股份有限公司　取締役 2024年6月28日

氏 名 兼 職 の 内 容 退 任 日

清 宮 俊 之 株式会社リカバリー　社外取締役 2023年12月21日

原 田 雅 彦 ダイキチシステム株式会社　監査役 2023年10月26日

氏 名 異 動 前 異 動 後

道 下 　 聡

取締役CSO 兼
経営企画室・海外事業準備室
室長
経営企画室・人財部・購買部
海外事業準備室担当

取締役CSO 兼
海外事業準備室室長
経営企画室・秘書室・
研究開発部・人財部・購買部
海外事業準備室担当

ⅱ.　当事業年度中の取締役及び監査役の重要な兼職の異動は、次のとおりであります。
【就任】

【退任】

７.　当事業年度末日後の取締役の地位又は担当の異動は、次のとおりであります。
2024年8月1日付
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会社役員の状況

② 責任限定契約の内容の概要
　当社は、各社外取締役及び各監査役との間で、会社法第427条第１項の規定により、同法第
423条第１項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。ただし、当該契約に基
づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。

③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、当社及び子会社の取締役及び監査役を被保険者として、会社法第430条の３第１項
に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約は、
被保険者が会社の役員として行った行為に起因して負担する法律上の損害賠償責任に基づく賠
償金、争訟費用等の損害について塡補対象とするものであり、契約期間の満了時に同内容での
更新を予定しております。なお、被保険者は保険料を負担しておりません。

④ 取締役及び監査役の報酬等
ア.　役員報酬等の内容の決定に関する方針等
　取締役の報酬等は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、役員報酬規程に則
り、その役員の役割と責任に応じた報酬体系の中で、任意の諮問機関である指名・報酬委員会
の答申を受けたうえで取締役会が決定することとしております。また、取締役会において、取
締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を、指名・報酬委員会からの各種答申を踏まえて
決議しており、その概要は次のとおりです。

・基本方針
　当社の役員の報酬等は、役員が意欲的に職責を果たしていくことを動機付け、ひいては持
続的成長や企業価値向上とともに社会貢献に資するものであることを原則とし、①国内外で
当社グループ共通の価値観であるトリキウェイを実践・推進する優秀な経営人材を確保・維
持できるよう、グローバル市場において競争力のある体系とすること、②業務執行取締役の
報酬については、固定報酬とともに短期的・中長期的な企業業績ならびに株主価値と連動し
た体系とすること、③社外取締役の報酬については、事業規模やその役割にふさわしいもの
であるとともに、企業価値向上への貢献を考慮した体系とすること、④取締役の報酬決定に
際しては、指名・報酬委員会を通じ透明性・客観性を確保すること、⑤監査役の報酬につい
ては、固定報酬のみの構成とし、当社取締役の報酬水準や外部の他社水準調査結果を考慮し
た体系とすることを基本方針としております。

－ 30 －
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会社役員の状況

　上記方針に基づき、当社の取締役（社外取締役を除く。）の報酬は、固定報酬としての基
本報酬及び業績連動報酬（賞与・株式報酬）により構成しております。監督機能を担う社外
取締役については、基本報酬のみ（指名・報酬委員会の委員長に就いている場合は委員長手
当を加算）とし、監査役の報酬についても高い独立性の観点から基本報酬のみとしておりま
す。

・基本報酬に関する方針（報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む）
　当社の取締役の基本報酬は、月額の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準や従業員
給与の水準等を考慮しながら総合的に勘案し決定しております。また、監査役の基本報酬
は、常勤・非常勤の別、業務分担の状況等を考慮し、監査役会の協議により決定しておりま
す。

・業績連動報酬等に関する方針（報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む）
　取締役（社外取締役は除く。）に対する業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対
するインセンティブを高めることを目的に、業績予想における連結売上高成長率及び親会社
株主に帰属する当期純利益の達成率並びに個人別評価を指標とした金銭報酬を、業績確定後
の一定の時期に一括して支払うものとしております。

・非金銭報酬等に関する方針（報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む）
　取締役（社外取締役は除く。）に対する非金銭報酬等は、給付する株式に退任までの間の
譲渡制限を付す「株式給付信託」とし、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性
をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主
の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高める
ことを目的に、役員株式給付規程に定められた算定方法によって算出された当社株式を原則
として毎年一定の時期に給付するものとします。そのうち一定割合は金銭を支給することと
し、その支給は退任時とします。

・当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会
が判断した理由
　取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が、所定の手続きを経て、
任意の諮問機関である指名・報酬委員会の答申を受け、その内容を尊重して決定されている
ことから、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
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会社役員の状況

区 分 報 酬 等 の
総 額

報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額 対象となる
役員の員数基 本 報 酬 業 績 連 動

報 酬 等 非 金 銭 報 酬 等

取 締 役
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

263,305千円
（17,040）

164,280千円
（17,040）

65,270千円
（－）

33,755千円
（－）

６名
（2）

監 査 役
（ う ち 社 外 監 査 役 ）

32,788
（15,600）

32,788
（15,600）

－
（－）

－
（－）

3
（2）

合 計
（ う ち 社 外 役 員 ）

296,094
（32,640）

197,068
（32,640）

65,270
（－）

33,755
（－）

9
（4）

イ. 当事業年度に係る報酬等の総額

(注)１. 業績連動報酬等に係る業績指標は連結売上高成長率及び親会社株主に帰属する当期純利益であり、その
実績は、連結売上高成長率が25.3％、親会社株主に帰属する当期純利益が2,127,337千円であります。
当該指標を選択した理由は、事業年度毎の活動を通じて得られた最終的な経営の結果であるためであり
ます。当社の業績連動報酬等（賞与）は、役位別の基準額に対して指標の達成率に応じた係数を乗じて
算出しております。

２. 非金銭報酬等の内容は業績連動型株式報酬制度（株式給付信託）による当社株式（一部金銭）であり、
その内容は「ア．役員報酬等の内容の決定に関する方針等」に記載のとおりであります。なお、上記表
の「非金銭報酬等」の欄には、当事業年度に係る株式報酬として費用計上した額を記載しております。

３. 取締役の報酬限度額は、2013年10月30日開催の第27期定時株主総会において、年額300,000千円以
内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役
の員数は、５名であります。
また、上記報酬限度額とは別枠で、2016年10月26日開催の第30期定時株主総会（2023年10月25日
開催の第37期定時株主総会にて一部改定）において、取締役（社外取締役を除く。）に対する業績連動
型株式報酬を３事業年度当たり合計52,000ポイントを上限として設定する内容（取締役に付与されるポ
イントは、当社株式等の給付に際し、１ポイント当たり当社普通株式１株に換算されます。）を決議い
ただいております。第30期定時株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く。）の員数は、５名（第
37期定時株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く。）の員数は、4名）であります。

４. 監査役の報酬限度額は、2023年10月25日開催の第37期定時株主総会において、年額80,000千円以内
と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、３名（うち社外監査役２名）で
あります。
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会社役員の状況

⑤ 社外役員に関する事項
ア. 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・佐々木　節夫氏
Sectage合同会社の代表社員及びSoFun株式会社の取締役を兼務しております。
なお、当社と当該他の法人等との間には特別な関係はありません。

・長岡　香江氏
株式会社ナガオカの代表取締役、株式会社ナガオカトレーディングの代表取締役、株式会
社ナガオカ精密の代表取締役及び一般社団法人日本オーディオ協会の理事を兼務しており
ます。
なお、当社と当該他の法人等との間には特別な関係はありません。

・石井　義人氏
石井義人法律事務所の代表を兼務しております。
なお、当社と同法律事務所との間には特別な関係はありません。

・疋田　実氏
疋田公認会計士事務所の代表を兼務しております。
なお、当社と同会計士事務所との間には特別な関係はありません。
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会社役員の状況

出席状況及び発言状況並びに社外取締役が果たすことが期待される
役 割 に 関 し て 行 っ た 職 務 の 概 要

取締役 佐 々 木 　 節 　 夫

当事業年度に開催の取締役会17回のうち17回出席し、アメーバ経営
をはじめとする企業経営に関する豊富な知識・経験に基づいて意見や
助言を述べる等、取締役会の意思決定の適正性を確保するための適切
な役割・責務を果たしております。

取締役 長 岡 香 江

当事業年度に開催の取締役会17回のうち17回出席し、企業経営に関
する国内外での豊富な知識・経験に基づいて意見や助言を述べる等、
取締役会の意思決定の適正性を確保するための適切な役割・責務を果
たしております。

監査役 石 井 義 人

当事業年度に開催の取締役会17回のうち17回、監査役会21回のうち
21回出席し、主に弁護士としての専門的見地からの意見を述べる
等、取締役会の意思決定の適正性を確保するための発言を行っており
ます。また、監査役会において監査結果についての意見交換、監査に
関する重要な事項の協議等を行っております。

監査役 疋 田 　 実

当事業年度に開催の取締役会17回のうち17回、監査役会21回のうち
21回出席し、主に公認会計士としての専門的見地からの意見を述べ
る等、取締役会の意思決定の適正性を確保するための発言を行ってお
ります。また、監査役会において監査結果についての意見交換、監査
に関する重要な事項の協議等を行っております。

イ. 当事業年度における主な活動状況

(注) 上表の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び定款の規定に基づき、取締役会決議があったものと
      みなす書面決議が1回ありました。
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会計監査人の状況

報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 31,100千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の
合計額 31,460

⑷ 会計監査人の状況
① 名称 有限責任 あずさ監査法人

② 報酬等の額

(注)１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監
査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人
の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査役会は、会計監査人から説明を受けた監査計画、監査内容等の概要について必要な検証を行ったう
えで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

③ 非監査業務の内容
　　　　当社は会計監査人に対して、公認会計士第２条第１項の業務以外の業務である、合弁会社設
　　　立手続きに係るコンサルティング業務等についての対価を支払っております。

④ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が職務上の義務に違反し、または職務を怠り、もしくは会計監査人

としてふさわしくない非行があるなど、当社の会計監査人であることにつき当社にとって重大
な支障があると判断した場合には、会社法第340条の規定により会計監査人を解任いたしま
す。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまし
て、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

また監査役会は、その他会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる
場合、または監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場
合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたし
ます。
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剰余金の配当等の決定に関する基本方針

３. 剰余金の配当等の決定に関する基本方針
当社は、将来の成長投資のため利益を配分するとともに、長期的な成長を通じ、株主の皆様に

対して安定かつ充実した利益還元を行うことを重要な経営目標と認識しております。
2025年7月期を初年度とする新中期経営計画においては、連結配当性向20%以上を目安と

し、持続的な利益成長を通じて、安定的・持続的な増配を原則とする累進的配当を実施すること
と2024年９月13日開催の取締役会で決議いたしました。
当社の剰余金の配当は、中間及び期末配当の年２回を基本的な方針としており、これらの剰余

金の配当の決定機関は、期末配当は株主総会、中間配当は取締役会であります。
内部留保金につきましては、海外事業への展開を含めた、一層の事業拡大、及び中長期的な成

長基盤の構築へと利用いたします。具体的には、国内既存店の店舗の改装などの維持費のほか、
海外での事業展開における新規出店費、及び専門人材の育成など、積極投資資金として活用し、
ボトムライン収益の成長を通じて、利益・株主資本の増強を図りながら、一層の財務体質強化に
も努める所存であります。
当社は、取締役会の決議により、毎年１月31日を基準日として中間配当を行うことができる

旨を定款に定めております。
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連結貸借対照表

科 目 金 額 科 目 金 額
（資　 産　 の　 部）

【流　 動　 資　 産】
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
棚 卸 資 産
未 収 入 金
そ の 他

【固　 定　 資　 産】
（有 形 固 定 資 産）

建 物
減価償却累計額及び減損損失累計額
建 物 ( 純 額 ）
工具、器具及び備品
減価償却累計額及び減損損失累計額
工具、器具及び備品（純額）

そ の 他
減価償却累計額及び減損損失累計額
そ の 他 ( 純 額 ）
建 設 仮 勘 定

（無 形 固 定 資 産）
ソ フ ト ウ ェ ア
の れ ん
そ の 他

（ 投 資 そ の 他 の 資 産 ）
投 資 有 価 証 券
差 入 保 証 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

10,747,268
8,361,112
1,018,569
189,573
632,454
545,558

9,907,293
5,789,905

14,428,887
△9,630,015
4,798,872
1,774,669

△1,072,358
702,310
116,393
△77,027
39,365

249,357
469,920
86,240

228,877
154,803

3,647,467
161,375

1,917,135
1,248,113
329,475
△8,632　

（負　 債　 の　 部）
【流　 動　 負　 債】 8,011,093

1年内返済予定の長期借入金 1,056,760
買 掛 金 1,778,579
未 払 金 1,792,439
未 払 法 人 税 等 980,199
未 払 消 費 税 等 394,687
前 受 収 益 456,786
賞 与 引 当 金 717,738
役 員 賞 与 引 当 金 82,050
株 主 優 待 引 当 金 32,242
そ の 他 719,610

【固　 定　 負　 債】 3,950,809
長 期 借 入 金 2,353,765
役員株式給付引当金 53,401
退職給付に係る負債 83,148
資 産 除 去 債 務 1,207,374
預 り 保 証 金 250,783
そ の 他 2,337

負 債 合 計 11,961,902
（純  資  産  の  部）

【株　 主　 資　 本】 8,613,826
資 本 金 1,491,829
資 本 剰 余 金 1,481,829
利 益 剰 余 金 5,952,568
自 己 株 式 △312,400

【 そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 】 78,833
為 替 換 算 調 整 勘 定 80,082
退職給付に係る調整累計額 △1,249

純 資 産 合 計 8,692,659
資 産 合 計 20,654,561 負 債 ・ 純 資 産 合 計 20,654,561

連 結 貸 借 対 照 表
（2024年７月31日現在）

（単位：千円）
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連結損益計算書

( 2023年 8 月 1 日から
2024年 7 月31日まで )

科 目 金 額
売 上 高 41,914,070
売 上 原 価 12,827,697

売 上 総 利 益 29,086,372
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 25,837,491

営 業 利 益 3,248,880
営 業 外 収 益

受 取 利 息 399
物 品 売 却 益 4,109
保 険 解 約 返 戻 金 11,270
受 取 保 険 金 11,652
為 替 差 益 3,420
そ の 他 12,325 43,179

営 業 外 費 用
支 払 利 息 14,511
支 払 手 数 料 8,169
現 金 過 不 足 5,398
そ の 他 2,166 30,246
経 常 利 益 3,261,813

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 6,842
減 損 損 失 95,318 102,160
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 3,159,652
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,154,021
法 人 税 等 調 整 額 △121,706 1,032,314
当 期 純 利 益 2,127,337
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 2,127,337

連 結 損 益 計 算 書

（単位：千円）
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連結会計監査報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 中 畑 孝 英
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 河 野 匡 伸

独立監査人の監査報告書
2024年９月16日

株式会社エターナルホスピタリティグループ
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
大阪事務所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社エターナルホスピタリティグループの2023年
８月１日から2024年７月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算
書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、株式会社エターナルホスピタリティグループ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期
間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示
することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用におけ
る取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討する
こと、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこと
にある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実
を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結会計監査報告

る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
にある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査

手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連
結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切で
ない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査
報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類
が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証
拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、
単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した
こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策
を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその
内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。

以　上
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会計監査報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 中 畑 孝 英
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 河 野 匡 伸

独立監査人の監査報告書
2024年９月16日

株式会社エターナルホスピタリティグループ
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
大阪事務所

　監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社エターナルホスピタリティグループの

2023年８月１日から2024年７月31日までの第38期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査
を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示

することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用におけ
る取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその
他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことに
ある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実
を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

会計監査報告

－ 41 －
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
にある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚

偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計
算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査

手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス
ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められる
かどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算
書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場
合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくな
る可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎
となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した
こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策
を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその
内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
当監査役会は、2023年８月１日から2024年７月31日までの第38期事業年度における取締役の職務の

執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見とし
て、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
⑴ 監査役会は、監査の方針、監査基本計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について

報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に
応じて説明を求めました。

⑵ 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査基本計画等に従い、
取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努
めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告

を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において
業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役
等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なもの
として会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内
容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、監査役会が定めた
内部統制システムに係る監査役監査の実施基準に準拠し、取締役及び使用人等からその構築及び
運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと
もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計
算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従
って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結
貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしまし
た。

監査役会の監査報告

－ 43 －
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２. 監査の結果
⑴ 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認
めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められ
ません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ
ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認め
られません。

⑵ 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人 有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶ 連結計算書類の監査結果
会計監査人 有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2024年９月17日
株式会社エターナルホスピタリティグループ
監 査 役 会

常 勤 監 査 役 原 田 雅 彦 ㊞
社 外 監 査 役 石 井 義 人 ㊞
社 外 監 査 役 疋 田 　 実 ㊞
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店舗展開

店舗展開

運営 店舗数
鳥貴族 直営店 401

TCC店 242
（鳥貴族小計） 643

鳥貴族パートナーズ 直営店 2
TORIKI BURGER 直営店 2
ダイキチシステム
（やきとり大吉 他） FC店 491

TORIKIZOKU USA INC. 直営店 1
合計 1,139

日本国内において、「鳥貴族」「鳥貴族パートナーズ」「やきとり大吉」
「TORIKI BURGER」を全国に、計1,136店舗を展開しております。
海外では、中国において「やきとり大吉」２店舗を、アメリカにおいて
「HASU」１店舗を展開しております。

【展開ブランド一覧】

【店舗数　内訳】
2024年７月31日現在

1. TCCとは、鳥貴族カムレードチェーンの略です。
2. 鳥貴族パートナーズとは、「鳥貴族 大倉家」をはじめとした新独立制度の店舗モデルを指します。
3. FCとは、フランチャイズチェーンの略であり、ダイキチシステムの店舗はすべてフランチャイズ店舗です。
4. TORIKIZOKU USA INC.の欄に記載の１店舗は、2024年５月１日に事業譲受した米国ロサンゼルスに所在する焼鳥店

「HASU」です。
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地図

株主総会会場ご案内図

会   場
　
ホテル エルセラーン大阪　５階　エルセラーンホール 大阪市北区堂島一丁目５番25号

交   通
　
■● JR「大阪駅」（徒歩約10分）　■● JR東西線「北新地駅」（徒歩約５分）　■● 阪神「大阪梅田駅」（徒歩約10分）
■● 地下鉄四つ橋線「西梅田駅」（徒歩５分）　■● 京阪中之島線「渡辺橋駅」（徒歩５分）

ご留意事項

　●ご来場者様用の駐車場はご用意しておりません。
　ご来場の際は公共交通機関をご利用いただきますよう宜しくお願いいたします。
　●株主総会にご出席の株主の皆様へのお土産はご用意しておりません。
　あらかじめご了承くださいますよう、お願い申し上げます。
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